
Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券
　移動平均法に基づく償却原価法により行っています。

(2) その他の有価証券
　市場価格のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法、市場価格のないものについては、
移動平均法による原価法又は償却原価法により行っています。
　また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理（売却原価は移動平均法によ
り算定）しております。

２．外部出資の評価基準及び評価方法
　当組合が保有している外部出資は市場価格のないものに該当しますので、移動平均法に基づく原価法により
行っています。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産の評価基準及び評価方法は、売価還元法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
により行っています。
　ただし、農機・自動車については、個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によ
り行っています。

４．固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する基準により定率法により償却しています。ただし、法人税法の改正に伴い平成10年
４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しています。
　また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
　なお、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、３年
間で均等償却を行なっています。

 (2) 無形固定資産
　法人税法に規定する基準により定額法により償却しています。
　また、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基づき、定額法により
償却しています。

５．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のと
おり計上しています。
　正常先債権、その他の要注意先債権及び要管理先債権については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入
限度額のいずれか多い金額を計上しています。
　なお、この基準に基づき、当期は貸倒実績率に基づく予想損失率で算定した金額を計上しています。
　破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額
を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　なお、破綻懸念先債権のうち、元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債
権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価格から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除した残額との差額を引当てています。
　実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除し、その残額を計上しています。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っています。
　また、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は1,502,828千円です。

(2) 退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度
末までに発生していると認められる額を計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっています。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の事業年度から費用処理することとしています。
　過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
費用処理しています。

(3) 賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しています。
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(4) 役員退職慰労引当金
　　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

６．リース取引にかかる会計処理の方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、会計基準
適用初年度（平成20年度）開始前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会
計処理によっています。

７．消費税等の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しています。

８．記載金額の端数処理
　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示をしており
ます。

Ⅱ　表示方法の変更に関する注記
前払年金費用

　農業協同組合法施行規則の改正に伴い、前事業年度まで「雑資産」に含めて表示していた「前払年金費用」
（前事業年度169,470千円）は当事業年度より独立した科目で表示しています。

Ⅲ　貸借対照表に関する注記
１．固定資産の圧縮記帳額

　固定資産の圧縮記帳額は、13,078,241千円です。その内訳は、次のとおりです。
　建物 千円
　構築物 千円
　機械装置 千円
　器具備品 千円
　その他 千円

２．リース契約により使用する重要な固定資産
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、現金自動預入支払機、器具備品及び業務車両等については、リース
契約により使用しています。
　所有権が当組合に移転しないオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に
準じた会計処理によっています。
　なお、未経過リース料は 110,608千円であり、解約可能なオペレーティング・リース取引の解約金の合計
です。

３．担保に供している資産等
　公金取扱事務契約にかかる保証金として、定期預金 100,600千円を差し入れております。

４．子会社等に対する金銭債権・債務
　子会社等に対する金銭債権は、43,895千円です。
　子会社等に対する金銭債務は、338,128千円です。

５．理事及び監事に対する金銭債権・債務
　理事及び監事に対する金銭債権は、64,706千円です。
　理事及び監事に対する金銭債務は、ありません。

６．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３か月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金の額並び
　にその合計額　

　貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３か月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金の額並び
にその合計額は次のとおりです。

なお、それぞれの定義は、以下のとおりです。

イ 「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

　息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

　以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホに掲げる事由又

　は第4号に規定する事由が生じているものをいう。

ロ 「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金で破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

　利息の支払いを猶予したもの以外のものをいう。

ハ 「3か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金（破

　綻先債権及び延滞債権を除く。）をいう。

ニ 「貸出条件緩和債権」とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

　本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権及び3か月以

　上延滞債権を除く。）をいう。

7．劣後特約付貸出金の額
　貸出金には、他の債権より債務の履行が後順位である旨の特約が付された岐阜県信用農業協同組合連合会に
対する劣後特約付貸出金3,432,000千円が含まれています。

金　額
415,190

8,329,207

（単位：千円）

6,152,171

578,573

4,369,689

合 計

363,016

1,614,790

延滞債権
破綻先債権

969

1,178,848

9,924,215

貸出条件緩和債権
３か月以上延滞債権
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Ⅳ　損益計算書に関する注記
１．子会社等との取引高の総額

子会社等との取引による収益総額 千円
うち事業取引高 千円
うち事業取引以外の取引高 千円

子会社等との取引による費用総額 千円
うち事業取引高 千円
うち事業取引以外の取引高 千円

２．減損損失の内容
(1) 資産をグループ化した方法及び共用資産の概要

　当組合では、基幹支店及びその配下の支店等連携して営業を行っている支店グループは当該グループ単位、
また燃料事業は事業グループとしてグルーピングしております。
　なお、営農センター、農機センター等についてはそれぞれの地域の共用資産としております。本店、特産
加工センター、こめ流通センターについては、ＪＡ全体の共用資産としております。
　また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については各固定資産を最小単位としてグルーピング
しております。

(2) 当該資産グループの概要と減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳

(3) 減損損失を認識するに至った経緯
　上記の資産は遊休状態で当面の使用見込みがなく、また、土地の市場価格が下落しているため、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し減損損失として認識しました。

(4) 回収可能価額の算定方法
　回収可能価額は正味売却価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額等を基礎とした指標により取
り壊し費用を控除して算定しております。

Ⅴ　金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残った余裕金
を岐阜県信用農業協同組合連合会に預けているほか、国債や地方債などの債券、投資信託、株式等による運
用を行っています。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として預金、貸出金及び有価証券であり、貸出金は顧客の契約不履行に
よってもたらされる信用リスクにさらされています。
　また、有価証券は主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的及びその他有価証券で保有していま
す。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクにさらされています。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、金融機関が
損失を被るリスクのことです。
　当組合では、事業推進部門の金融部と審査部門の資金部に分離し、審査基準及び審査体制の整備などに
より、貸出資産の健全性の維持・向上を図っています。審査にあたっては、特定の業種及び貸出先に偏る
ことのないように留意するとともに、個々の案件についても担保価値のみにとらわれることなく、貸出先
の信用力、事業内容及び成長性を十分審査し、リスク管理の徹底を図っています。また、自己査定の実施
については、「資産査定要領」に基づいた「資産査定事務手続」により、保有する資産を個別に検討して
回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに従い区別して、資産の不良化によりどの程度危険にさ
らされているかを判断します。

②市場リスクの管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク要因の変動により、資産・負債の価値が変
動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。
　当組合では、金利リスク、価格変動リスク等の市場リスクを把握することにより、収益化及び財務の安
定化を図っています。とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通し等を考慮し、理事会に
おいて運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、情報交換及び意
思決定を行っています。また、組織面では、資金部資金運用課を市場部門、金融部為替業務課を事務管理
部門、金融部推進指導課をリスク管理部門とし、それぞれ相互けん制機能が働くように役割を明確化して
います。

3,656

125,459

80,999

44,460

106,107

（単位：千円）

萩原町上呂中ノ畑
95

袈裟丸営業所

遊休 土 地
遊休

土 地

3,939

古川町中気多精米所 土 地
遊休

2,415遊休
場　　所 用　途 種　類

土 地
減損損失

102,167

合　　　計
数河支店 遊休 土 地 154

468

521

神岡町寺林倉庫
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〈市場リスクに係る定量的情報〉
　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主
要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその
他有価証券に分類している債券、貯金及び借入金です。
　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を
用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が2％上昇
したものと想定した場合には、経済価値が 168,167千円減少するものと把握しています。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相
関を考慮していません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性
があります。

③資金調達にかかる流動性リスクの管理
　流動性リスクとは、金融機関の財務内容の悪化や信用の失墜により必要な資金の確保ができなくなり、
資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる
ことにより損失を被るリスクのことです。
　当組合では、「ＡＬＭ委員会」において組合全体の資金繰りリスクを統合管理し、安定的な流動性の確
保に努めています。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
(1) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表に含めず(3)に記載していま
す。

(2) 金融商品の時価の算定方法
①預金

　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
　また、満期のある預金については、短期金利の指標であるＬＩＢＯＲまたは長期金利の指標である円
ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

②有価証券
　債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。
　また、株式は取引所の価格により、投資信託については公表されている基準価格によっています。

③貸出金
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類ごとに、元利金の合計額を短期金利の指標であるＬＩＢＯ
Ｒまたは長期金利の指標である円ＳＷＡＰレートで割り引いた額から、貸倒引当金を控除して時価に代わ
る金額として算定しています。
　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に
代わる金額としています。

④貯金
　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。
　また、定期貯金及び定期積金については、将来のキャッシュ・フローを短期金利の指標であるＬＩＢＯ
Ｒまたは長期金利の指標である円ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定し
ています。

(3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは(1)の金融商品の時
価情報には含まれておりません。

（単位：千円）

時　　　価
185,302,114 185,135,352

21,365,098 21,680,764有価証券
預金

貸借対照表計上額

貸倒引当金
貸倒引当金控除後

貸出金
△ 5,128,012 －

70,169,006

差　　　額

－

1,807,930

（単位：千円）

△ 166,761

315,666

11,166,055

75,297,019 －

10,199,042 10,514,709 315,666

－

－

満期保有目的の債券
その他有価証券

280,960,674 281,056,921

11,166,055

71,976,936

276,836,219 278,793,054資 産 小 計
280,960,674 281,056,921

外部出資

1,956,834

96,246

96,246

貯金

貸借対照表計上額
11,509,058

負 債 小 計
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(4)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

・貸出金のうち、当座貸越 3,774,067千円については「１年以内」に含めています。
・貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 2,596,230千円は償還の予定が見込
　めないため、含めていません。

(5)貯金の決算日後の返済予定額

・要求払貯金については「１年以内」に含めています。

Ⅵ　有価証券に関する注記
１．有価証券の時価等

(1) 満期保有目的の債券
　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。

(2) その他有価証券
　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につい
ては次のとおりです。

　また、評価差額から繰延税金負債 102,798千円を控除した額 275,416千円が、その他有価証券評価
差額金に含まれています。

※上記有価証券の期末評価にかかる時価は次のとおりです。
①上場有価証券　…………東京証券取引所等の最終価格
②店頭売買有価証券　……日本証券業協会が公表する売買価格等
③受益証券　………………投資信託協会が公表する基準価格
④非上場有価証券　………日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配銘柄の利回り、残存償還

期間等に基づいて算定した価格

２．売却した満期保有目的の債券
　　該当はありません。
 
３．売却したその他の有価証券
　　当期中に売却したその他有価証券は、次のとおりです。

地 方 債 300,000

776,930

取得原価
又は償却原価

100,000

受 益 証 券
小計

国 債
地 方 債

499,783

合　　　　計

貸借対照表計上額が
取得原価又は償却原

価を超えるもの

社 債
株 式
受 益 証 券

社 債
株 式

債 券
株 式

98,550

89,087 83,163

123,321 30,878

10,154,9079,722,178

167,903 34,484 11,281

地 方 債

小計
合　　　　計

社 債
小計 500,000 482,120 △ 17,880

10,199,042 10,514,709 315,666

政府保証債

 貸借対照表計上額 差額

（単位：千円）

種類

5,467,621

5,872,332

81,472

729,906

17,791

1,134,433 1,212,270 77,836

14,096,449 6,159,311 6,237,309 4,865,081

 貸借対照表計上額

185,302,114

1,415,000

１年超
１年以内

満期保有目的の債券 1,415,000

４年以内
３年超

社 債
小計

642,199 42,256599,942

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

国 債
金 融 債

6,099,100 6,371,438 272,337

18,952

種類

３年以内２年以内
220,540,251 25,510,880

５年以内

２年超
２年以内
１年超

215,000

8,499,057

1,015,000

－

1,452,880 13,624,057

５年以内
４年超

－ －

5,125,000

3,000,000 3,018,952

515,000

－

４年以内
３年超

300,000
その他有価証券のうち
満期があるもの

有価証券
預金

－

－

1,319,000

１年以内

12,346,210

1,215,000 12,150,000

63,668 －

1,065,662 1,011,147

売却益

221,473 42,159

（単位：千円）
売却額

99,643 99,528

△ 1,860

333,546

5,715,460

511,634

10,032,589

73,486 91,278

４年超

（単位：千円）

合 計

7,743,2203,649,97623,516,346

（単位：千円）

３年以内

236,807

種類

1,799,225 1,880,698

298,140

△ 115

貸借対照表計上額が
取得原価又は償却原
価を超えないもの

そ の 他
合 計

228,608

499,789 514,959

11,850

貸出金
50,240,330

36,616,272

２年超

貯金

437,880

５年超

104,000 196,210

200,813,564 7,478,311 18,583,519 5,380,081 6,179,244

4,726,364

△ 1,450

△ 5,924

432,729

売却損

△ 54,514

10,787,840 11,166,055 378,214

△ 47,024

時価 差額

9,699,042

（単位：千円）

200,000 183,980 △ 16,020

15,169

5,944,068
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４．保有目的区分を変更した有価証券
　　該当はありません。

Ⅶ　退職給付に関する注記
１．退職給付債務の内容等

(1) 採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制
度に加え、同規定に基づき退職給付の一部にあてるため全国共済農業協同組合連合会との契約による確定給
付企業年金制度及び全国役職員共済会との契約による退職金共済制度を採用しています。

(2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務 千円

勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額

期末における退職給付債務

(3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 千円

期待運用収益
数理計算上の差異の当期発生額
確定給付企業年金制度への拠出金
特定退職金共済制度への拠出金
退職給付の支払額

期末における年金資産

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
退職給付債務 千円
年金資産
特定退職共済制度
未積立退職給付債務
未認識過去勤務費用
未認識数理計算上の差異
貸借対照表計上額純額
退職給付引当金
前払年金費用

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 千円
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の損益処理額
過去勤務費用の損益処理額
出向者負担金受入額
退職給付費用

(6) 年金資産の主な内訳
　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

①確定給付企業年金制度（全共連）
一般勘定

②退職金共済制度
債券
年金保険投資
現金及び預金

(7) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成す
る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

(8) 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
①　割引率 ％
②　長期期待運用収益率 ％
③　数理計算上の差異の処理年数 年
④　過去勤務費用の処理年数 年

合計 100%

3,097,222

252,537

100%

252,537

83%

15%

3,019,640

22,035

2%

10,397

121,911

1,873,156

1,751,114

10,203

△ 251,807

22,035

△ 10,203

12,881

△ 873

274,520

1.0

1.19

10

10

1,146,484

△ 182,082

△ 1,857

6,114

△ 130,705

1,203,976

1,021,893

△ 124,225

103,754

△ 938,613

△ 100,348

3,019,640

△ 934,542
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２．厚生年金と農林年金の統合に伴う特例業務負担金の金額
　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）
が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 64,511千円を含めて計上し
ています。
　また、同組合より示された平成26年３月現在における平成44年までの特例業務負担金の将来見込額は
966,287千円となっています。

Ⅷ　税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産の発生原因別の主な内訳等

繰延税金資産
貸倒引当金超過額 千円
貸倒償却
退職給付引当金超過額
賞与引当金超過額
減損損失
その他
（小　計）

評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債

その他有価証券評価差額
適格合併に伴うみなし配当
前払年金費用
除去費用資産計上額

繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額

２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
法定実効税率 ％

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割等
税額控除
評価性引当額の増減
その他
差異計

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

３．税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が、平成26年3月31日に公布され、平成
26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異等については前事業年度の 28.96％から 27.18％に変更されました。
　その結果、繰延税金資産が 6,602千円減少し、法人税等調整額が 6,602千円増加しています。

38.81

419,486

△ 132

△ 42,302

△ 49,490

△ 194,724

224,762

28.96

3.80

△ 7.14

2.28

△ 102,798

10.19

△ 1.45

1,424,457

327,240

9.85

2,323,110

△ 1,903,624

332,760

73,212

2.16

95,221

70,217
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